
「合理的配慮」の具体的な例を教えてください。

　典型的な例としては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害のある方の障害の特
性に応じたコミュニケーション手段（筆談、読み上げなど）で対応することなどが挙げられます。

どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なります。

Q

A

　この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを対象にしており、一般の方が個人的な関係
で障害のある方と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。

日常生活の中で個人的に障害のある方と接するような場合も、この法律の対象になるの
ですか。また、個人の思想や言論も規制されるのでしょうか？

個人的な関係や、思想、言論といったものは対象にはしていません。

Q

A

本法のポイント 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます

Q

A

※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。

不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮

国の行政機関・
地方公共団体等

不当な差別的取扱いが
禁止されます。

法的
義務

障害者に対し、合理的配
慮を行わなければなりま
せん。

民間事業者（※）

※民間事業者には、個人事
　業者、NPO等の非営利事
　業者も含みます。

不当な差別的取扱いが
禁止されます。

努力
義務

障害者に対し、合理的配
慮を行うよう努めなけれ
ばなりません。

障害者差別解消法Q&A

民間事業者による取組がきちんと行われるようにする仕組みはあるのでしょうか？

民間事業者の事業を担当する大臣から、事業者に対して報告徴収、助言・指導、勧告を
行うことができます。
　この法律では、同一の民間事業者によって繰り返し障害を理由とする差別が行われ、自主的な改善が期
待できない場合などには、その民間事業者の事業を担当する大臣が、民間事業者に対し、報告を求めること
や、助言・指導、勧告を行うことができることにしています。

基本方針と対応要領・対応指針
　基本方針とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一
体的に実施するために作成するものであり、障害を理由とする差別の解消の推進に
関する施策の基本的な方向等を定めるものです。
　また、「対応要領」・「対応指針」は、行政機関等ごと、分野ごとに定められるもので
あり、当該行政機関等、当該分野における障害を理由とする不当な差別的取扱いに
なるような行為の具体例や合理的配慮として考えられる好事例等を示すものです。


